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はじめに 

 
近年、コンピュータや通信技術などの情報化分野で急速な技術革新を背景に、建設産業でもこれ

らの情報通信技術を活用し、合理的な建設生産システムの導入・普及の促進により、労働集約型産

業から知識・技術集約的産業へ、そしてより魅力的な産業へと変革していくことが期待されている。 
 国土交通省では、このような背景の下、情報通信技術を建設施工に適用し多様な情報の活用を

図ることにより、施工の合理化を図る建設生産システムである情報化施工について、その普及を図

るため産学官で構成される情報化施工推進会議を設置し、平成 20 年７月には情報化施工推進戦略

を策定し普及推進を図るとともに、普及に向けた課題に取り組んでいるところである。 
情報化施工は、情報通信技術の適用により高効率・高精度な施工を実現するものであり、工事施

工中においては、施工管理データの連続的な取得を可能とするものである。そのため、施工管理に

おいては従来よりも多くの点で品質管理が可能となり、これまで以上の品質確保が期待される。 
施工者においては、実施する施工管理にあっては、施工管理データの取得によりトレーサビリテ

ィが確保されるとともに、高精度の施工やデータ管理の簡略化・書類の作成に係る負荷の軽減等が

可能となる。また、発注者においては、従来の監督職員による現場確認が施工管理データの数値チ

ェック等で代替可能となるほか、検査職員による出来形・品質管理の規格値等の確認についても数

値の自動チェックが今後可能となるなどの効果が期待される。 
本要領は、ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理技術が土工に適用され、施工管理が行われる場合

の監督・検査に必要な事項について、とりまとめたものである。 
ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理技術は、従来の水糸・巻尺・レベル等を用いた高さ・幅等の

出来形計測を、施工管理データを搭載したＴＳ等光波方式を用いた出来形計測とし、データをソフ

トウェアにより一元管理して、一連の出来形管理作業（工事測量、設計データ・図面作成、出来形

管理、出来形管理資料作成等）に活用することで、作業の自動化・効率化が図られるものである。

ＴＳ等光波方式は、国土地理院の測量機器性能基準規定するＴＳに加え、自動追尾機能を有するＴ

Ｓと同等の測定ができるものでかつ望遠鏡を搭載しない光波方式を用いる測定機器等で、国土地理

院が定めるＴＳと同等以上の性能を持つ事が精度確認試験で確認できる場合に使用出来ることとし

た。本要領での「ＴＳ」の表記は「ＴＳ等光波方式」と読み替えて使用するものとする。 
本要領を用いた監督・検査の実施にあたっては、本要領の主旨、記載内容をよく理解するととも

に、実際の監督・検査にあたっては、「工事施工前における使用機器の精度の確認」、「既済部分

検査及び完了検査実施時における出来形管理・品質の確認」を実施し、適切な管理の下での出来形

計測データ等の取得及びトレーサビリティの確保、並びに規格値を満足した出来形計測データ等の

取得を行うものとする。 
今後、現場のニーズや本技術の目的に対し、更なる機能の開発等技術的発展が期待され、その場

合、本要領についても開発された機能・仕様に合わせて改訂を行うこととしている。 
なお、本要領は、施工者が行う施工管理に関する要領と併せて作成しており、施工管理について

は、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案） 第２編 土工編」を参照していただきたい。 
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ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編） 
 
1．目 的 

本要領は、ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理に係わる監督・検査業務に必要な事項を定

め、監督・検査業務の適切な実施や更なる効率化に資することを目的とする。 
また、受注者に対しても、施工管理の各段階（工事測量、基本設計データまたは３次元設

計データの作成、施工中の出来形確認・出来高確認、施工後の出来形確認・出来高確認、出

来形管理帳票の作成）で、より作業の確実性や自動化・省力化が図られるように、出来形管

理・出来高管理が効率的かつ正確に実施されるための適応範囲や具体的な実施方法、留意点

等を示したものである。 
 

2．ＴＳ等光波方式活用のメリット 

ＴＳ等光波方式を活用することによるメリットは、現状においては出来形計測を中心とし

たメリットとなるが、今後、取得したデータの利活用による維持管理の効率化等、様々なメ

リットが期待される。（別添参考資料－5 参照） 

今回、ＴＳ等光波方式の出来形計測の機能を踏まえた「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管

理の監督・検査要領」策定による発注者における主なメリットは、以下のとおりである。 
 

 2-1 工事目的物の品質確保 

1）２次元データから３次元設計データを作成するため、図面の照査が確実 

・詳細については、「5-5 基本設計データチェックシートの確認」を参照。 
2）ＴＳによる出来形計測は連続な計測データとなるため、出来形が確実で確認が容易 

・詳細（監督職員対応）については、「5-7 出来形管理状況の把握」を参照。 

・詳細（検査職員対応）については、「6-1 出来形計測に係わる書面検査」を参照。 

3）管理断面における変化点を全て計測することによる品質確保 

・詳細については、「7-1 出来形管理基準及び規格値」を参照。 
4）出来形計測結果を用いた図面の作成による品質確保 

・出来形管理に用いたデータから図面を作成するため、設計変更内容が確実に反映され、

再利用性の高い完成図が納品される。 
5）出来形を面的に計測することによる品質確保（面管理の場合） 

・詳細については、「7-1 出来形管理基準及び規格値」を参照。 
6）面的な計測結果を用いた図面の作成及び数量算出による品質確保（面管理の場合） 

・面的な計測結果（工事測量、出来形計測等）から図面作成や数量算出を行うため、設

計変更内容が確実に反映され、再利用性の高い完成図が納品される。 
 
 2-2 業務の効率化 

1）基本設計データの作成による図面の照査が効率化 

・詳細については、「5-5 基本設計データチェックシートの確認」を参照。 
2）３次元設計データの作成による図面の照査が効率化 

・詳細については、「5-6 ３次元設計データチェックシートの確認（面管理の場合）」

を参照。 
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3）実地検査における検査頻度を大幅に削減（計測データが連続データのため） 

・詳細については、「6-2 出来形計測に係わる実地検査」を参照。 

4）写真管理基準の効率化が可能 

・詳細については、「7-2 品質管理及び出来形管理写真基準」を参照。 
 
3．要領の対象範囲 

本要領の対象範囲は、施工管理データ（基本設計データまたは３次元設計データ及び出来

形計測データ）を搭載したＴＳ（プリズム方式）を用いた河川土工及び道路土工における出

来形管理を対象とする。ここでＴＳとは、「出来形管理用トータルステーション機能要求仕

様書」※に規定する機能及び性能を有した出来形管理用ＴＳのことである。 
   ※ 国土交通省 国土技術政策総合研究所より公開 

 
4．用語の説明 

用語の説明の内容は、参考資料－4 に示す。 
 
5．監督職員の実施項目 

本要領を適用した出来形管理用ＴＳを用いた出来形管理についての監督職員の実施項目

は、以下の項目とする。 
 

 
図－１ 監督職員の実施項目 

 
 

受注者のＴＳによる

出来形管理作業フロー
監督職員の実施項目

施工計画書

準備工

３次元設計データ入力

（施 工）

出来形計測

出来形帳票作成等

①施工計画書の受理・記載事項の確認

②基準点の指示

④工事基準点設置状況の把握

⑤基本設計データチェックシートの確認

⑦出来形管理状況の把握

・工事測量

・工事基準点設置

・設計照査

工事測量による補正

・適用工種、出来形計測箇所、出来形管理基準・規格値・出来形管理写真基準等

・使用機器・ソフトウェアについて施工計画書の記載を確認

・基準点の指示

・工事基準点の測量成果及び設置状況の把握

・基本設計データが設計図書を基に正しく作成されていることを、基本設計データ
チェックシートにより確認

・計測状況の把握

（通常工事の監督業務）

③設計図書の３次元化の指示（面管理の場合）
・３次元設計データに基づいた設計照査や出来形管理

基本設計データ入力

面管理の場合

⑥３次元設計データチェックシートの確認（面管理の場合）
・３次元設計データが設計図書を基に正しく作成されていることを、３次元設計データ
チェックシートにより確認
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＜本施工前及び工事施工中＞ 
 5-1 施工計画書の受理・記載事項の確認 

受注者から提出された施工計画書の記載内容及び添付資料をもとに、下記の事項につい

て確認を行う。 
1）適用工種の確認 

ＴＳによる出来形管理を実施する工種について表－１の適用工種に該当していること

を確認する。 
 

表－１ 適用工種 

編 章 節 工種 

 
共通編 

土工※１ 

道路土工 

掘削工 
路体盛土工 
路床盛土工 
法面整形工 

河川・海岸・ 
砂防土工 

掘削工 
盛土工 

法面整形工 
 一般施工 軽量盛土工 軽量盛土工 
 築堤・護岸 軽量盛土工 軽量盛土工 
 樋門・樋管 軽量盛土工 軽量盛土工 
 水門 軽量盛土工 軽量盛土工 

河川編 堰 軽量盛土工 軽量盛土工 
 排水機場 軽量盛土工 軽量盛土工 
 床止め・床固め 軽量盛土工 軽量盛土工 
 河川修繕 軽量盛土工 軽量盛土工 
 堤防・護岸 軽量盛土工 軽量盛土工 

河川海岸編 突堤・人工岬 軽量盛土工 軽量盛土工 
 養浜 軽量盛土工 軽量盛土工 
 砂防堰堤 軽量盛土工 軽量盛土工 

砂防編 流路 軽量盛土工 軽量盛土工 
 斜面対策 軽量盛土工 軽量盛土工 
 道路改良 軽量盛土工 軽量盛土工 

道路編 
橋梁下部 軽量盛土工 軽量盛土工 
道路維持 軽量盛土工 軽量盛土工 

 道路修繕 軽量盛土工 軽量盛土工 
 ※1：1 箇所あたりの施工規模が 1,000m3 以上となる土工区分に適用する。 

 
2）出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準等の確認 

本要領の「7．管理基準及び規格値等」の表－３、表－４に基づき記載されていること

を確認する。 
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3）使用機器・ソフトウェアの確認 

出来形管理に使用する出来形管理用ＴＳ及び使用するソフトウェアについては、下記の

項目及び方法で確認する。 
①出来形管理用ＴＳ本体 

出来形管理用ＴＳのハードウェアとして有する測定精度が国土地理院認定３級と同

等以上の計測性能を有し、適正な精度管理が行われている機器であること。 
 

国土地理院 

認定 3 級以上 

公称測定精度：±（5mm＋5ppm×D）※1 

最小目盛値：20”以下 

※1：D は測定距離（m）,ppm は 10-6 

 
計測性能 国土地理院３級以上の認定品であることを示すメーカカタ

ログあるいは機器仕様書。※２ 

精度管理 検定機関が発行する有効な検定証明書あるいは測量機器メ

ーカ等が発行する有効な校正証明書 
※2：国土地理院において測量機器の検定機関として登録された第三者機関の発行する検定証明書、

及びこれに準ずる日本測量機器工業会規格ＪＳＩＭＡ１０１／１０２による適合区分 B 以上で

あることを証明する検査成績書等により、国土地理院が定める測量機器分類の３級以上である

ことが明記されている場合は３級と同等以上と見なすことができる。（この場合、国土地理院

による登録は不要） 

 

②使用するソフトウェア 

出来形管理用ＴＳで利用するソフトウェアが「３次元計測技術を用いた出来形管理要

領（案）土工編」に必要となるソフトウェアであることを確認すること。 
 

基本設計データ作成ソフトウェア 

施工計画書において使用す

るソフトウェア（ソフトメー

カー、ソフトウェア名、バー

ジョン）を確認する。 

出来形管理用ＴＳソフトウェア 

出来形帳票作成ソフトウェア 

３次元設計データソフトウェア（面管理の場合） 

点群処理ソフトウェア（面管理の場合） 

出来高算出ソフトウェア（面管理の場合） 

 
 5-2 基準点の指示 

監督職員は、工事に使用する基準点を受注者に指示する。基準点は、４級基準点及び３

級水準点（山間部では４級水準点を用いてもよい）、もしくはこれと同等以上のものは国

土地理院が管理していなくても基準点として扱う。 

 
 5-3 設計図書の３次元化の指示（面管理の場合） 

監督職員は、設計図書が２次元図面の場合、３次元設計データ（３次元の面的なデータ）

に基づいた設計照査や出来形管理、数量算出結果を受け取るために、設計図書を３次元化

することを受注者に指示する。 
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 5-4 工事基準点設置状況の把握 

監督職員は、受注者から工事基準点に関する測量成果を受理した段階で、工事基準点が、

指示した基準点をもとにして設置したものであること、また、精度管理が適正に行われて

いることを把握する。 
 
 5-5 基本設計データチェックシートの確認 

監督職員は、基本設計データが設計図書を基に正しく作成されていることを、受注者が

確認した「基本設計データチェックシート」により確認する。 

 
 5-6 ３次元設計データチェックシートの確認（面管理の場合） 

監督職員は、３次元設計データが設計図書を基に正しく作成されていることを、受注者

が確認し提出された「３次元設計データチェックシート」により確認する。 

 
 5-7 出来形管理状況の把握 

監督職員は、出来形管理ＴＳを用いた出来形計測時に、現場での機器設置や計測が適正

に行われていることを把握する。把握程度は、１工事１回とする。 
 
 5-8 出来形管理状況の把握（面管理の場合） 

監督職員は、受注者の実施した出来形管理結果（出来形管理図表）を用いて出来形管理

状況を把握する。 
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6．検査職員の実施項目 

本要領を適用した出来形管理箇所における出来形検査の実施項目は、当面の間、下記に示す

とおりである。 

＜工事検査時＞ 
 6-1 出来形計測に係わる書面検査 

1）出来形管理用ＴＳに係わる施工計画書の記載内容 

施工計画書に記載された出来形管理方法について、監督職員が実施した「施工計画書の

受理・記載事項の確認結果」を工事打合せ簿で確認する。 

（施工計画書に記載すべき具体的な事項については、本要領「5-1 施工計画書の受理・

記載事項の確認」の確認項目を参照） 
2）設計図書の３次元化に係わる確認（面管理の場合） 

設計図書の３次元化の実施について、工事打合せ簿で確認する。 
3）出来形管理用ＴＳに係わる工事基準点の測量結果等 

出来形管理に利用する工事基準点について、受注者から測量結果が提出されていること

を、工事打合せ簿で確認する。 
4）基本設計データチェックシートの確認 

基本設計データが設計図書（工事測量の結果、修正が必要な場合は修正後のデータ）を

基に正しく作成されていることを受注者が確認した「基本設計データチェックシート」が、

提出されていることを工事打合せ簿で確認する。 
5）３次元設計データチェックシートの確認（面管理の場合） 

３次元設計データが設計図書（工事測量の結果、修正が必要な場合は修正後のデータ）

を基に正しく作成されていることを受注者が確認した「３次元設計データチェックシート」

が、提出されていることを工事打合せ簿で確認する。 
6）出来形管理用ＴＳに係わる「出来形管理図表」の確認 

出来形管理図表について、出来形管理基準に定められた測定項目、測定頻度並びに規格

値を満足しているか否かを確認する。 
面管理の場合のバラツキについては、各測定値の設計との離れの規格値に対する割合を

プロットした分布図の凡例に従い判定する。 
（※）出来形管理要領によれば、分布図が具備すべき情報としては、以下のとおりとする。 

・離れの計算結果の規格値に対する割合示すヒートマップとして－100％～＋100％の範囲で出来形評価

用データのポイント毎に結果示す色をプロットするとともに，色の凡例を明示 

・±50％の前後、±80％の前後が区別できるように別の色で明示 

・規格値の範囲外については、－100％～＋100％の範囲とは別の色で明示 

・発注者の求めに応じて規格値の 50％以内に収まっている計測点の個数、規格値の 80％以内に収まって

いる計測点の個数について図中の任意の箇所に明示できることが望ましい。 

・規格値が正負いずれかしか設定されていない工種についても、正負を逆転した側にも規格値が存在す

るものとして表示することが望ましい。 

とされている。 
 

7）品質管理及び出来形管理写真の確認 

「7-2 品質管理及び出来形管理写真基準」に基づいて撮影されていることを確認する。 
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8）電子成果品の確認 

施工管理データ（XML ファイル）が、「工事完成図書の電子納品等要領」で定める「OTHRS」

フォルダに格納されていることを確認する。 

面管理の場合は、出来形管理や数量算出の結果等の工事書類が、「工事完成図書の電子

納品等要領」で定める「ICON」フォルダに格納されていることを確認する。 

電子成果品 

・３次元設計データ（LandXML 等のオリジナルデータ（TIN）） 

・出来形管理資料（出来形管理図表（PDF）または、ビューワー付き３次元データ） 

・ＴＳによる出来形評価用データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファイル） 

・ＴＳによる出来形計測データ（LandXML 等のオリジナルデータ（TIN）） 

・ＴＳによる計測点群データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファイル） 

・工事基準点（CSV、LandXML、SIMA 等のポイントファイル） 

 
 

 
図－２ 作成帳票例（出来形管理図表） 
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図－３ 作成帳票例（出来形管理図表）（面管理の場合） 

 
  

様式－31-2

ソフトウェア要求仕様書Ver.　　　対応

工　種 測点　No.1～No.3

種　別 合否判定結果 合格

規格値 判定

凡例：

出来形合否判定総括表

道路土工

盛土

測定項目

天端
鉛直較差

平均値 -11mm ±50mm

1000
1点／m2以上

（1000点以上）

評価面積

最大値(差） 42mm ±100mm

最小値(差） -62mm ±100mm

データ数

1000m2

棄却点数 0
0.3％未満

（3点以下）

最大値(差） 92mm ±140mm

法面
鉛直較差

平均値 7mm ±80mm

最小値(差） -60mm ±140mm

データ数 1700
1点／m3以上

（1700点以上）

評価面積 1700m2

棄却点数 0
0.3％未満

（5点以下）

+140
+100
+50
+25
±0
-25
-50
-100
-140

+140
+100
+50
+25
±0
-25
-50
-100
-140

+140
+100
+50
+25
±0
-25
-50
-100
-140
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 6-2 出来形計測に係わる実地検査 

検査職員は、施工管理データが搭載された出来形管理用ＴＳを用いて、現地で自らが指

定した管理断面の出来形計測を行い、規格値内であるかを検査する。 

 
図－４ 出来形計測状況及び現場確認画面例 

 
面管理の場合、検査職員は、施工管理データが搭載された出来形管理用ＴＳ等を用いて、

現地で自らが指定した箇所の出来形計測を行い、３次元設計データの設計面と実測値との

標高差が規格値内であるかを検査する。（ただし、出来形帳票作成ソフトウェアの機能要

求仕様書が配出され、計測データの改ざん防止や信憑性の確認可能なソフトウェアが現場

導入されるまで期間とする）。 
検査頻度は表－２のとおりとする。（ここでいう断面とは厳格に管理断面を指すもので

はなく、概ね同一断面上の数か所の標高を計測することを想定している。） 
なお、「7-1 出来形管理基準及び規格値」に示す基準を適用できない場合は、「土木

工事施工管理基準（案）」の「１－２－３－２－１掘削工」、「１－２－３－３－１盛土

工」、あるいは、「１－２－４－２－１掘削工」、「１－２－４－３－１路体盛土工、１

－２－４－４－１路床盛土工」に示される出来形管理基準及び規格値によることができ

る。 
 

表－１ 検査頻度 

工 種 計測箇所 確認内容 検査頻度 

河川土工 

「7-1 出来形管

理基準及び規格

値」による 

出来形管理図表の 

実測値との比較 

1 工事につき 1 管理断面 

(検査職員が指定する管理断面) 

 
工 種 計測箇所 確認内容 検査頻度 

道路土工 

「7-1 出来形管

理基準及び規格

値」による 

出来形管理図表の 

実測値との比較 

1 工事につき 1 管理断面 

(検査職員が指定する管理断面) 
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【面管理の場合】 

工 種 計測箇所 確認内容 検査頻度 

河川土工 

検査職員が指定

する平場上ある

いは天端上の任

意の箇所 

３次元設計データ

の設計面と実測値

との標高較差また

は水平較差 

1 工事につき 1 断面 

 
工 種 計測箇所 確認内容 検査頻度 

道路土工 

検査職員が指定

する平場上ある

いは天端上の任

意の箇所 

３次元設計データ

の設計面と実測値

との標高較差また

は水平較差 

1 工事につき 1 断面 
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7．管理基準及び規格値等 

 7-1 出来形管理基準及び規格値 

本管理要領に基づく出来形管理基準及び規格値は、「土木工事施工管理基準及び規格値

（案）」に定められたものとし、測定値はすべて規格値を満足しなくてはならない。 
 

なお、管理基準及び規格値に関する留意点としては、以下の項目がある。 
① 本要領を用いた施工管理の実施にあたっては、法面の小段部に、側溝工などの構造物が設

置されるなど土工面が露出していない場合、小段部の出来形管理は、小段部に設置する工

種の出来形管理基準及び規格値によることができる。 
② 出来形管理基準及び規格値に示される「個々の計測値」は、すべての測定値が規格値を満

足しなくてはならない。本管理要領におけるすべての測定値が規格値を満足するとは、出

来形評価用データのうち、99.7％が「個々の計測値」の規格値を満たすものをいう。 
 
 
 7-2 品質管理及び出来形管理写真基準 

本要領に基づく出来形管理における撮影項目、撮影頻度及び提出頻度については、「写

真管理基準（案）」によるものとする。 
 

なお、撮影の留意点としては、以下の項目がある。 
 

① 出来形管理状況の写真は、ＴＳの設置状況と出来形計測対象点上のプリズム設置状

況が分かるものとし、特にプリズムについては、計測箇所上に正しく設置されている

ことが分かるように撮影すること。（遠景、近景等の工夫により撮影） 

② 被写体として写しこむ小黒板については、工事名・工種等・ＴＳ設置位置及び出来

形計測点（測点・箇所）を記述し、設計寸法・実測寸法・略図については省略してよ

い。 
 

 
図－５ 写真撮影例 
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参 考 資 料 

 

参考資料－1 通常工事と「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理」の監督・検査の相違点比較一覧 

1-1 河川土工 

1-2 道路土工 

 

参考資料－2 基本設計データチェックシート 

 

参考資料－3 ３次元設計データチェックシート 

 

参考資料－4 用語の説明 

 

参考資料－5 ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理の活用により期待される機能と導入効果 

 

 

参考資料－6 国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式の精度確認試験実施手順書（案）
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参考資料－1 通常工事と「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理」の監督・検査の相違点比較一覧 

1-1 河川土工 

 

項目 通常工事における監督・検査基準等 ＴＳを用いた出来形管理の監督・検査要領 ＴＳを用いた出来形管理の監督・検査（面管理の場合） 備 考

１．施工計画書の
受理

要領5-1 施工計画書の受理・記載事項の確認
①適用工種の確認
②出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理

写真基準等の確認
③使用機器・ソフトウェアの確認

要領5-1 施工計画書の受理・記載事項の確認
①適用工種の確認
②出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理

写真基準等の確認
③使用機器・ソフトウェアの確認

・ＴＳを用いた出来形管理に関する記載事項を確認する。

２．監督職員の
確認事項

要領5-3 設計図書の３次元化の指示
①設計図書の３次元化の指示

・３次元設計データに基づいた設計照査や出来形管理、数量
算出結果を受け取るために、設計図書を３次元化することを
受注者に指示する。

要領5-5 基本設計データチェックシートの確認
①基本設計データチェックシートの確認

・基本設計データが設計図書を基に正しく作成されていること
を、受注者が確認した「基本設計データチェックシート」により
確認する。

要領5-6 ３次元設計データチェックシートの確認
①３次元設計データチェックシートの確認

・３次元設計データが設計図書を基に正しく作成されているこ
とを、受注者が確認した「３次元設計データチェックシート」に
より確認する。

要領5-7 出来形管理状況の把握
①ＴＳによる出来形管理結果（出来形管理図表）による出来形

管理状況の把握

要領5-8 出来形管理状況の把握
①ＴＳによる出来形管理結果（出来形管理図表）による出来形

管理状況の把握

・出来形管理図を確認し、出来形管理状況を把握する。

【監督関係】

項目 通常工事における監督・検査基準等 ＴＳを用いた出来形管理の監督・検査要領 ＴＳを用いた出来形管理の監督・検査要領（面管理の場合） 備 考

１．出来形管理に
関わる資料検査

要領6-1-2) 設計図書の３次元化に係わる確認
・設計図書の３次元化の実施について、工事打合せ簿により確
認

・３次元設計データに基づいた設計照査や出来形管理、数量
算出結果を受け取るために、設計図書の３次元化の実施に
ついて工事打合せ簿で確認する。

要領6-1-4) 基本設計データチェックシートの確認
・「基本設計データチェックシート」が提出され、監督職員が確認
していることを、工事打合せ簿により確認

・ＴＳを用いた出来形管理では、監督職員による「基本設計
データチェックシート」の確認を工事打合せ簿で確認する。

要領6-1-5) ３次元設計データチェックシートの確認
・「３次元設計データチェックシート」が提出され、監督職員が確
認していることを、工事打合せ簿により確認

・ＴＳを用いた出来形管理では、監督職員による「３次元設計
データチェックシート」の確認を工事打合せ簿で確認する。

要領6-1-8) 電子成果品の確認
・施工管理データ（XMLファイル）が、「工事完成図書の電子納
品等要領」で定める「ICON」フォルダに格納されていることを確
認

要領6-1-8) 電子成果品の確認
・出来形管理や数量算出の結果等の電子成果品が提出され、
「工事完成図書の電子納品等要領」で定める「ICON」フォルダ
に格納されていることを確認

・施工管理データとは、「基本設計データ」及び「出来形計測
データ」のことをいう。
・面管理の場合の成果品は、出来形計測データ、３次元設計
データ、計測点群データ、工事基準点、出来形管理資料であ
る。

品質管理及び出来形管理写真基準 要領7-2 品質管理及び出来形管理写真基準 要領7-2 品質管理及び出来形管理写真基準 ・ＴＳによる出来形の計測データは、連続的相関を持ったデー
タであることから、最小限の確認を行うことで精度検証が可
能なため、写真管理箇所を低減している。

２．実地検査

地方整備局土木工事検査技術基準（案）別表第２出来形寸法
検査基準
・メジャー等により実測による確認

要領6-2 出来形計測に係わる実地検査

・ＴＳ等による計測により確認

要領6-2 出来形計測に係わる実地検査

・ＴＳ等による計測により確認

・ＴＳによる出来形の計測データは、連続的相関を持ったデー
タであることから、最小限の確認を行うことで精度検証が可
能なため、検査密度を低減している。

【検査関係】

工 種
写真管理項目

撮影項目 撮影頻度［時期］ 提出頻度

掘削工

土質等の判別 地質が変わる毎に１回［掘削中］
代表箇所
各１枚法長（法面）

200ｍ又は１施工箇所に１回
［掘削後］

盛土工

巻出し厚 200ｍに１回［巻出し時］

代表箇所
各１枚

締固め状況
転圧機械又は地質が変わる毎に
１回［締固め時］

法長
幅

200ｍ又は１施工箇所に１回
［施工後］

工 種 検査内容 検査密度

共通 土工
基準高、幅、

法長
200ｍにつき１箇所（ただし、施工延長
200ｍ以下の場合は２箇所以上）

工 種 計測箇所 確認内容 検査頻度

河川土工
「7-1 出来形管
理基準及び規格

値」による

出来形管理図表
の実測値との

比較

１工事につき１管理断面
（検査職員が指定する

管理断面）

工 種
写真管理項目

撮影項目 撮影頻度［時期］ 提出頻度

掘削工
土質等の判別 地質が変わる毎に１回［掘削中］ 代表箇所

各１枚法長 １工事に１回［掘削後］

盛土工

巻出し厚 200ｍに１回［巻出し時］

代表箇所
各１枚

締固め状況
転圧機械又は地質が変わる毎に
１回［締固め時］

法長
幅

１工事に１回［施工後］

工 種
写真管理項目

撮影項目 撮影頻度［時期］ 提出頻度

掘削工
土質等の判別 地質が変わる毎に１回［掘削中］ 代表箇所

各１枚法長（法面） １工事に１回［掘削後］

盛土工

巻出し厚 200ｍに１回［巻出し時］

代表箇所
各１枚

締固め状況
転圧機械又は地質が変わる毎に
１回［締固め時］

法長（法面）
幅（天端）

１工事に１回［施工後］

工 種 計測箇所 確認内容 検査頻度

河川土工

検査職員が指定
する平場上ある
いは天端上の任

意の箇所

３次元設計データの
設計面と実測値と
の標高較差または

水平較差

１工事につき１断面
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1-2 道路土工 

項目 通常工事における監督・検査基準等 ＴＳを用いた出来形管理の監督・検査要領 ＴＳを用いた出来形管理の監督・検査（面管理の場合） 備 考

１．施工計画書の
受理

要領5-1 施工計画書の受理・記載事項の確認
①適用工種の確認
②出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理

写真基準等の確認
③使用機器・ソフトウェアの確認

要領5-1 施工計画書の受理・記載事項の確認
①適用工種の確認
②出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理

写真基準等の確認
③使用機器・ソフトウェアの確認

・ＴＳを用いた出来形管理に関する記載事項を確認する。

２．監督職員の
確認事項

要領5-3 設計図書の３次元化の指示
①設計図書の３次元化の指示

・３次元設計データに基づいた設計照査や出来形管理、数量
算出結果を受け取るために、設計図書を３次元化することを
受注者に指示する。

要領5-5 基本設計データチェックシートの確認
①基本設計データチェックシートの確認

・基本設計データが設計図書を基に正しく作成されていること
を、受注者が確認した「基本設計データチェックシート」により
確認する。

要領5-6 ３次元設計データチェックシートの確認
①３次元設計データチェックシートの確認

・３次元設計データが設計図書を基に正しく作成されているこ
とを、受注者が確認した「３次元設計データチェックシート」に
より確認する。

要領5-7 出来形管理状況の把握
①ＴＳによる出来形管理結果（出来形管理図表）による出来形

管理状況の把握

要領5-8 出来形管理状況の把握
①ＴＳによる出来形管理結果（出来形管理図表）による出来形

管理状況の把握

・出来形管理図を確認し、出来形管理状況を把握する。

【監督関係】

項目 通常工事における監督・検査基準等 ＴＳを用いた出来形管理の監督・検査要領 ＴＳを用いた出来形管理の監督・検査要領（面管理の場合） 備 考

１．出来形管理に
関わる資料検査

要領6-1-2) 設計図書の３次元化に係わる確認
・設計図書の３次元化の実施について、工事打合せ簿により確
認

・３次元設計データに基づいた設計照査や出来形管理、数量
算出結果を受け取るために、設計図書の３次元化の実施に
ついて工事打合せ簿で確認する。

要領6-1-4) 基本設計データチェックシートの確認
・「基本設計データチェックシート」が提出され、監督職員が確認
していることを、工事打合せ簿により確認

・ＴＳを用いた出来形管理では、監督職員による「基本設計
データチェックシート」の確認を工事打合せ簿で確認する。

要領6-1-5) ３次元設計データチェックシートの確認
・「３次元設計データチェックシート」が提出され、監督職員が確
認していることを、工事打合せ簿により確認

・ＴＳを用いた出来形管理では、監督職員による「３次元設計
データチェックシート」の確認を工事打合せ簿で確認する。

要領6-1-8) 電子成果品の確認
・施工管理データ（XMLファイル）が、「工事完成図書の電子納
品等要領」で定める「ICON」フォルダに格納されていることを確
認

要領6-1-8) 電子成果品の確認
・出来形管理や数量算出の結果等の電子成果品が提出され、
「工事完成図書の電子納品等要領」で定める「ICON」フォルダ
に格納されていることを確認

・施工管理データとは、「基本設計データ」及び「出来形計測
データ」のことをいう。
・面管理の場合の成果品は、出来形計測データ、３次元設計
データ、計測点群データ、工事基準点、出来形管理資料であ
る。

品質管理及び出来形管理写真基準 要領7-2 品質管理及び出来形管理写真基準 要領7-2 品質管理及び出来形管理写真基準 ・ＴＳによる出来形の計測データは、連続的相関を持ったデー
タであることから、最小限の確認を行うことで精度検証が可
能なため、写真管理箇所を低減している。

２．実地検査

地方整備局土木工事検査技術基準（案）別表第２出来形寸法
検査基準
・メジャー等により実測による確認

要領6-2 出来形計測に係わる実地検査

・ＴＳ等による計測により確認

要領6-2 出来形計測に係わる実地検査

・ＴＳ等による計測により確認

・ＴＳによる出来形の計測データは、連続的相関を持ったデー
タであることから、最小限の確認を行うことで精度検証が可
能なため、検査密度を低減している。

【検査関係】

工 種
写真管理項目

撮影項目 撮影頻度［時期］ 提出頻度

掘削工

土質等の判別 地質が変わる毎に１回［掘削中］
代表箇所
各１枚法長（法面）

200ｍ又は１施工箇所に１回
［掘削後］

路体
盛土工

・
路床
盛土工

巻出し厚 200ｍに１回［巻出し時］

代表箇所
各１枚

締固め状況
転圧機械又は地質が変わる毎に
１回［締固め時］

法長
幅

200ｍ又は１施工箇所に１回
［施工後］

工 種 検査内容 検査密度

共通 土工
基準高、幅、

法長
200ｍにつき１箇所（ただし、施工延長
200ｍ以下の場合は２箇所以上）

工 種 計測箇所 確認内容 検査頻度

道路土工
「7-1 出来形管
理基準及び規格

値」による

出来形管理図表
の実測値との

比較

１工事につき１管理断面
（検査職員が指定する

管理断面）

工 種
写真管理項目

撮影項目 撮影頻度［時期］ 提出頻度

掘削工
土質等の判別 地質が変わる毎に１回［掘削中］ 代表箇所

各１枚法長 １工事に１回［掘削後］

路体
盛土工

・
路床

盛土工

巻出し厚 200ｍに１回［巻出し時］

代表箇所
各１枚

締固め状況
転圧機械又は地質が変わる毎に
１回［締固め時］

法長
幅

１工事に１回［施工後］

工 種
写真管理項目

撮影項目 撮影頻度［時期］ 提出頻度

掘削工
土質等の判別 地質が変わる毎に１回［掘削中］ 代表箇所

各１枚法長（法面） １工事に１回［掘削後］

路体
盛土工

・
路床

盛土工

巻出し厚 200ｍに１回［巻出し時］

代表箇所
各１枚

締固め状況
転圧機械又は地質が変わる毎に
１回［締固め時］

法長（法面）
幅（天端）

１工事に１回［施工後］

工 種 計測箇所 確認内容 検査頻度

道路土工

検査職員が指定
する平場上ある
いは天端上の任

意の箇所

３次元設計データの
設計面と実測値と
の標高較差または

水平較差

１工事につき１断面
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参考資料－2  基本設計データチェックシート 

 
 

平成   年   月   日 

                  工 事 名 ：              

                  受 注 者 名 ：              

                  作 成 名 ：            印 

 
 

 

基本設計データチェックシート 
 

項目 対象 内容 
チェック 

結果 

 １）基準点及び 

  工事基準点 
全点 

・監督職員の指示した基準点を使用しているか？  

・工事基準点の名称は正しいか？  

・座標は正しいか？  

 ２）平面線形 全延長 

・起終点の座標は正しいか？  

・変化点（線形主要点）の座標は正しいか？  

・曲線要素の種別・数値は正しいか？  

・各測点の座標は正しいか？  

 ３）縦断線形 全延長 

・線形起終点の測点、標高は正しいか？  

・縦断変化点の測点、標高は正しいか？  

・曲線要素は正しいか？  

 ４）出来形横断面 

   形状 
全延長 

・作成した出来形横断面形状の測点、数は適切か？  

・基準高、幅、法長は正しいか？  

・出来形計測対象点の記号が正しく付与できているか？  

※1各チェック項目について、チェック結果欄に“○”と記すこと。 

※2 該当項目のデータ入力が無い場合は、チェック結果欄に“－”と記すこと。 

  

（様式－１） 
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参考資料－3  ３次元設計データチェックシート 

       
 

平成   年   月   日 

                  工 事 名 ：              

                  受 注 者 名 ：              

                  作 成 者 ：            印 
 

３次元設計データチェックシート 
 

項目 対象 内容 
チェック 

結果 

 １）基準点及び 

  工事基準点 
全点 

・監督職員の指示した基準点を使用しているか？  

・工事基準点の名称は正しいか？  

・座標は正しいか？  

 ２）平面線形 全延長 

・起終点の座標は正しいか？  

・変化点（線形主要点）の座標は正しいか？  

・曲線要素の種別・数値は正しいか？  

・各測点の座標は正しいか？  

 ３）縦断線形 全延長 

・線形起終点の測点、標高は正しいか？  

・縦断変化点の測点、標高は正しいか？  

・曲線要素は正しいか？  

 ４）出来形横断面 

   形状 
全延長 

・作成した出来形横断面形状の測点、数は適切か？  

・基準高、幅、法長は正しいか？  

５）３次元設計 

データ 
３次元 

・入力した２）～４）の幾何形状と出力する３次元設計データは

同一となっているか？ 
 

 

※1 各チェック項目について、チェック結果欄に“○”と記すこと。 

※2 該当項目のデータ入力が無い場合は、チェック結果欄に“－”と記すこと。 
 
  

（様式－１） 
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参考資料－4 用語の説明 

 
本要領で使用する用語を以下に解説する。 

 
【ＴＳ】 

トータルステーション（Total Station）の略。1台の機械で角度（鉛直角・水平角）と距

離を同時に測定することができる電子式測距測角儀のことである。計測した角度と距離から

未知点の座標計算を瞬時に行うことができ、計測データの記録及び外部機器への出力ができ

る。 

【ＴＳ（プリズム方式）】 

トータルステーションを用いた計測手法のうち、被計測箇所に

ターゲットとなるプリズムを設置して計測する方法のこと。プリ

ズムに照準を合わせ、プリズムからの反射光により測距する方法。

利用するプリズムには１素子型や全周型などがある。 

【ＴＳ（ノンプリズム方式）】 

トータルステーションを用いた計測手法のうち、ターゲットと

なるプリズムを利用せず被計測対象からの反射波を利用して測距

する方法。 
【出来形管理用ＴＳ】 

現場での出来形の計測や確認を行うために必要なＴＳ、ＴＳに接続された情報機器（デー

タコレクタ、携帯可能なコンピュータ）、及び情報機器に搭載する出来形管理用ＴＳソフト

ウェアの一式のことである。広義の意味で、周辺ソフトウェア（基本設計データ作成ソフト

ウェア、出来形帳票作成ソフトウェア）も含めて称する場合もある。 

 
 
【ＧＮＳＳ（Global Navigation Satellite System／汎地球測位航法衛星システム）】 

人工衛星からの信号を用いて位置を決定する衛星測位システムの総称。米国が運営する GPS 

以外にも、ロシアで開発運用している GLONASS、ヨーロッパ連合で運用している Galileo、日本

の準天頂衛星（みちびき）も運用されている。 
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【ＲＴＫ－ＧＮＳＳ】 

ＲＴＫとは、リアルタイムキネマティックの略で、衛星測位か

ら発信される搬送波を用いた計測手法である。既知点と移動局に

ＧＮＳＳのアンテナを設置し、既知点から移動局への基腺ベクト

ル解析により、リアルタイムに移動局の座標を計算することがで

きる。 

 

 

 

【ネットワーク型ＲＴＫ－ＧＮＳＳ】 

ネットワーク型ＲＴＫ－ＧＮＳＳとは、３点以上の

基準局（電子基準点）からのリアルタイムデータを利

用し測位の補正を行う技術であり、基準局と移動局が

離れていても、ＲＴＫ法と同等の精度で観測できる。

これにより、基準局と移動局間の距離の制限が無くな

り、効率的に測量作業が行える。 

 

【キネマティック法】 

キネマティック法とは、図のようにＧＮＳＳ受信機を固定点に据

付け（固定局）、他の 1台を用いて他の観測点を移動（移動局）し

ながら、固定点と観測点の相対位置（基線ベクトル）を求める方法

である。 

 

【ＧＮＳＳローバー】 

ネットワーク型ＲＴＫ法による単点観測法で用いるＧＮＳＳ受信

機を備えた計測機器。 
【基本設計データ】 

基本設計データとは、設計図書に既定されている工事目的物の形状、出来形管理対象項目、

基準点情報及び利用する座標系情報などのことである。 
【出来形計測】 

出来形計測とは、基本設計データを搭載した出来形管理用ＴＳにより計測を行うものであ

る。 
出来形計測は、基準点または工事基準点を用いて計測を行う。 

【出来形計測データ】 
出来形管理用ＴＳで計測した３次元座標値及び計測地点記号を付加したデータのことをい

う。出来形計測データと基本設計データの対比により、出来形管理を行う。 
【施工管理データ】 

施工管理データとは、「基本設計データ」及び「出来形計測データ」のことをいう。 
 
  

仮想基準点

電子基準点

電子基準点

電子基準点

移動局（測位位置）

国土地理院

データ配信業者

基準点観測データ

観測位置情報

仮想基準点観測データ
補正データ
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【道路中心線形】 
道路の基準となる線形のこと。平面線形と縦断線形で定義され、基本設計データの一要素

となる。 
【後方交会法】 

出来形管理用ＴＳを工事基準点上でなく任意の未知点に設置し、複数の工事基準点を観測

することにより出来形管理用ＴＳの設置位置（器械点）の座標値を求める方法のこと。 

【３次元設計データ】 

３次元設計データとは、道路中心線形または法線（平面線形、縦断線形）、出来形横断面

形状、工事基準点情報及び利用する座標系情報など設計図書に規定されている工事目的物の

形状とともに、それらをＴＩＮなどの面データで出力したものである。 
【ＴＩＮ】 

ＴＩＮ（不等三角網）とは 、Triangular Irregular Network の略。ＴＩＮは、地形や出

来形形状などの表面形状を３次元座標の変化点標高データで補間する最も一般的なデジタル

データ構造である。ＴＩＮは、多くの点を３次元上の直線で繋いで三角形を構築するもので

ある。ＴＩＮは、構造物を形成する表面形状の３次元座標の変化点で構成される。 
【３次元設計データの構成要素】 

３次元設計データの構成要素は、主に、平面線形、縦断線形、横断面形状であり、これら

の構成要素は、設計成果の線形計算書、平面図、縦断図及び横断図から仕上がり形状を抜粋

することで、必要な情報を取得することができる。３次元設計データは、これらの構成要素

を用いて面的な補完計算を行い、ＴＩＮで表現されたデータである。図に３次元設計データ

と作成するために必要な構成要素を示す。 

 

【法線】 

堤防、河道及び構造物等の平面的な位置を示す線のこと。平面線形と縦断線形で定義され、

基本設計データの一要素となる。 
【平面線形】 

平面線形は、道路中心線形または法線を構成する要素の 1 つで、道路中心線形または法線

の平面的な形状を表している。道路中心線形の場合、線形計算書に記載された幾何形状を表

す数値データでモデル化している。平面線形の幾何要素は、道路中心線形の場合、直線、円

曲線、緩和曲線（クロソイド）で構成され、それぞれ端部の平面座標、要素長、回転方向、

曲線半径、クロソイドのパラメータで定義される。 

 

ＢＰ座標

ＥＰ座標

ＩＰ座標

直線

緩和曲線
（クロソイド）

緩和曲線
（クロソイド）

直線

曲線半径Ｒ

縦断線形

縦断変化点座標

縦断曲線長ＶＣＬ

出来形横断面形状

平面線形

円曲線

計画高

計画高からの
高低差

道路中心線形

傾斜(%)

勾配(1:x)

幅員

幅
員
中
心

道
路
中
心
線
形

か
ら
の
離
れ

比高値

道路中心線形

出来形横断面形状

TINで構成される面的な
データ

中心線形や横断形状から構
成要素間を補完計算
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【縦断線形】 

縦断線形は、道路中心線形または法線を構成する要素の 1 つで、道路中心線形または法線

の縦断的な形状を表している。縦断形状を表す数値データは縦断図に示されており、縦断線

形の幾何要素は、道路中心線形の場合、縦断勾配変位点の起点からの距離と標高、勾配、縦

断曲線長または縦断曲線の半径で定義される。 

【出来形横断面形状】 

平面線形に直交する断面での、土工仕上がり、法面等の形状である。現行では、横断図と

して示されている。 

【計測点群データ（ポイントファイル）】 

出来形管理用ＴＳで計測した地形や地物を示す３次元座標値の点群データ。CSVや LandXML、

LAS などで出力される点群処理ソフトウェアなどでのデータ処理前のポイントのデータであ

る。 

【出来形評価用データ（ポイントファイル）】 

出来形管理用ＴＳで計測した計測点群データから不要な点を削除したポイントデータであ

る。専ら出来形の評価と出来形管理資料に供する。 

【出来形計測データ（TINファイル）】 

出来形管理用ＴＳで計測した計測点群データから不要な点を削除し、不等三角網の面の集

合体として出来形地形としての面を構築したデータのことをいう。数量算出に利用する。 
【起工測量計測データ（TINファイル）】 

出来形管理用ＴＳで計測した計測点群データから不要な点を削除し、不等三角網の面の集

合体として着工前の地形としての面を構築したデータのことをいう。数量算出に利用する。 
【岩線計測データ（TINファイル）】 

出来形管理用ＴＳで計測した計測点群データから不要な点を削除し、不等三角網の面の集

合体として岩区分境界としての面を構築したデータのことをいう。数量算出に利用する。 
【出来形管理資料】 

３次元設計データと出来形評価用データを用いて、設計面と出来形評価用データの各ポイ

ントの離れ等の出来形管理基準上の管理項目の計算結果（標高較差の平均値など）と出来形

の良否の評価結果、及び設計面と出来形評価用データの各ポイントの離れを表した分布図を

整理した帳票、もしくは３次元モデルをいう。 
【基本設計データ作成ソフトウェア】 

基本設計データを作成することができるソフトウェアの総称。 
【出来形管理データ（PDFファイル）】 

「出来形帳票作成ソフトウェア」により作成する「出来形管理図表」のことをいう。 
【出来形帳票作成ソフトウェア】 

出来形帳票の自動作成と出来形管理データ（PDF ファイル）及び施工管理データ（XML フ

ァイル）の作成が可能なソフトウェアの総称。 
【点群処理ソフトウェア】 

出来形管理用ＴＳを用いて計測した３次元座標点群から樹木や草木、建設機械や仮設備等

の不要な点を除外するソフトウェアである。また、整理した３次元座標の点群を、さらに出

来形管理基準を満たす点密度に調整したポイントデータ、及び当該点群にＴＩＮを配置し、

３次元の出来形計測結果を出力するソフトウェアである。 
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【３次元設計データ作成ソフトウェア】 

３次元設計データ作成ソフトウェアは、出来形管理や数量算出の基準となる設計形状を示

す３次元設計データを作成、出力するソフトウェアである。 
【出来形帳票作成ソフトウェア】 

３次元設計データと出来形評価用データを入力することで、設計面と出来形評価用データ

の各ポイントの離れの算出と良否の判定が行える情報を提供するとともに、計測結果を出来

形管理資料として出力することができる。 
【出来高算出ソフトウェア】 

起工測量結果と、３次元設計データ作成ソフトウェアで作成した３次元設計データ、ある

いは点群処理ソフトウェアで算出した出来形結果を用いて出来高を算出するソフトウェアで

ある。 
【オリジナルデータ】 

使用するソフトウェアから出力できるデータのことで、使用するソフトウェア独自のファ

イル形式あるいは、オープンなデータ交換形式となる。例えば、LandXMLは、2000年 1月に

米国にて公開された土木・測量業界におけるオープンなデータ交換形式である。 
【基準点】 

測量の基準とするために設置された国土地理院が管理する三角点・水準点である。 
【工事基準点】 

監督職員より指示された基準点を基に、受注者が施工及び施工管理のために現場及びその

周辺に設置する基準点をいう。 
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参考資料－5 

ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理の活用により期待される機能と導入効果 

 

受発注者の導入効果 ＴＳによる施工管理

契 約 前

・測量および設計業務の実施

工事契約

現状機能 期待される機能

各業務における
データの統一

・設計図書の照査
（工事測量）

・施工計画書への反映
・工事基準点の設置

・出来形計測
・出来形管理、記録

・出来形管理資料の作成
・完成検査
（書面検査）の対応

現状 今後

施 工 前

施 工 中

施 工 後

・取得したデータの
・利活用

ＴＳによる帳票作成
・自動作成
・転記ミス防止
・出来形計測による数量算出
・および横断図作成
・数量算出が可能
・起工測量、出来形横断図の
・描画が可能

ＴＳによる出来形計測
・計測時間の短縮

２次元データから３次元デー
タ作成
・設計寸法の再確認
・３次元データの契約図書
ＴＳによる工事測量
・計測時間の短縮
３次元ビューの作成
・可視化による照査が可能

◆測量から施工までのデータ統一化による
◆工事目的物の品質確保と業務の効率化

◆工事目的物の品質確保と業務の効率化
◆ （３次元設計データ作成による再確認）

◆３次元ビューによる照査が可能

◆ＴＳによる出来形計測等の測量作業の効
◆率化

◆工事目的物の品質確保
◆（面的な連続データによる確認が可能）

◆ＴＳによる帳票作成、検査の効率化

◆完成図書の効率的な作成

◆取得したデータの利活用による維持管理
◆の効率化
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参考資料－6 国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式の精度確認試験実施手順書（案） 
 
１．実施時期 

国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式の精度確認は、現場の計測と同時に実施することも

可能であるが、利用までにその精度確認試験を行うことが望ましい。 
受注者は、本精度確認により、国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式にて所要の計測値が

得られる場合に限り、これを確認した計測条件、測定距離の範囲内で、国土地理院で規定が無

いＴＳ等光波方式を出来形計測に適用することができる。 
 
２．実施方法 

① 計測点の設定 
計測機器本体から被計測対象の最大測定距離以上となる位置に 2 点以上の計測点を設定

する。 
② ＴＳによる計測 

計測点にプリズムを設置する。プリズムを付けるピンポールには、先端が平らなものを用

い、ピンポール先端が路面の窪みに刺さらないようにする。ピンポールの下に平滑で小さい

プレートを設置してもよい。この場合プレートの厚みを高さ計測値から差し引く。 
プリズムをＴＳで視準し３次元座標を計測する。 

③ 国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式による計測 
プリズム方式による計測完了後、望遠鏡の無いタイプのものはプリズムを自動追尾する機

能により３次元座標を計測する。 
 
３．評価基準 

ＴＳと国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式で計測した計測結果を比較し、その差が適正

であることを確認する。 
 

表－１ 精度確認試験での精度確認基準 

比較方法 精度確認基準 備考 

ＴＳと国土地理院で規定が無いＴＳ

等光波方式の計測座標値の較差 
平面座標 ±20mm 以内 
標高差  ±10mm 以内 

現場内 2 箇所以上 

 
４．実施結果の記録 

精度確認の実施結果を記録・提出する。 
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（様式－２） 

精度確認試験結果報告書 
 

計測実施日：平成 30 年 3 月 26 日 
機器の所有者・試験者あるいは精度管理担当者：（株）○○測量 

精度 太郎 印 
 

精度確認の対象機器 

メーカ：㈱ＡＢＣ社 

測定装置名称：ABC-123 

測定装置の製造番号：ABC0123 

写真 
 
 
 
 
 
 

検証機器（真値を計測する測定機器） 
□ＴＳ  ：３級ＴＳ以上 
□機種名（級別○級） 

写真 
 
 
 
 
 

 

測定記録 

測定期日：平成29年3月26日 

測定条件：天候 晴れ 

気温１８℃ 

測定場所：(株)〇〇〇〇 

構内道路改修工事にて 

検証機器と既知点の距離：    m 

 

写真 
 
 
 
 
 
 

精度確認方法 

■ＴＳと国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式

の各座標の較差 

 
 
 

 
  

レ 
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・精度確認試験結果（詳細） 
① 真値の計測結果（３級ＴＳ） 

 
 

 
 
 
 

真値の計測結果（３級ＴＳ） 
 Ｘ Ｙ Ｚ 
１点目 44044.720  -11987.655 17.890  
２点目 44060.797  -11993.390 17.530  

② 国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式による計測結果 
計測状況写真 

 

 
 
 
 

国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式による計測結
果 

 Ｘ’ Ｙ’ Ｚ’ 
１点目 44044.722  -11987.656 17.893  
２点目 44060.802  -11993.394 17.533  

③ 差の確認（測定精度） 
国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式による計測結果（Ｘ’,Ｙ’,Ｚ’） 

― 真値の計測結果（Ｘ,Ｙ,Ｚ） 
 
 
 
 

Ｘ成分（最大） ＝0.005m（5mm）；合格（基準値±20mm 以内） 
Ｙ成分（最大） ＝0.004m（4mm）；合格（基準値±20mm 以内） 
Ｚ成分（最大） ＝0.003m（3mm）；合格（基準値±10mm 以内） 

既知点の座標間較差 
 ΔＸ ΔＹ ΔＺ 
１点目 0.002 0.001 0.003 
２点目 0.005 0.004 0.003 
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